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生
活
支
援
相
談
員
が
行
う

地
域
支
援
は
、サ
ロ
ン
活
動

が
入
口
と
な
り
、自
治
会
支

援
活
動
や
支
え
合
い
マ
ッ
プ

活
動
、地
域
見
守
り
拠
点
支

援
活
動
な
ど
こ
れ
ま
で
様
々

な
活
動
を
展
開
し
、住
民
の

居
場
所
づ
く
り
や
住
民
の

主
体
形
成
、福
祉
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
形
成
に
取
り
組
ん
で

き
ま
し
た
。

被
災
し
た
地
域
で
は
、災
害

の
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
、地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
何
ら
か
の

変
化
が
生
じ
、経
済
基
盤
・
生

活
基
盤
の
ゆ
ら
ぎ
、従
来
の
人

間
関
係
・
社
会
関
係
が
な
く

な
っ
た
り
弱
く
な
っ
た
り
し

て
い
ま
す
。中
で
も
、孤
立
・
孤

独
は
そ
の
方
の
社
会
生
活
を

閉
ざ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
つ

な
が
り
か
ね
ま
せ
ん
。安
心
安

全
な
環
境
で
、い
き
い
き
と
文

化
的
に
暮
ら
す
た
め
に
、新
た

な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
中
で
、家

族
や
ご
近
所
、地
域
の
イ
ン

フ
ォ
ー
マ
ル
な
支
援
を
有
機

的
に
つ
な
げ
、支
え
合
え
る
関

係
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
が

必
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。

生
活
支
援
相
談
員
の
活
動
は
、

被
災
に
よ
る
影
響
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
世
帯
に
対
し
て
広
く
訪
問
す

る
こ
と（
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
）か
ら
始

ま
り
ま
す
。

生
活
支
援
相
談
員
の
活
動
対
象

は
、仮
設
住
宅
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。基
本
的
に
は
被
災
さ
れ
た

「
全
世
帯
」に
、生
活
支
援
相
談
員

な
ど
が
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
困
り
ご
と
・
心
配
ご
と（
ニ
ー

ズ
）が
あ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

対
象
世
帯
へ
の
訪
問
を
通
し
て
、

被
災
地
住
民
の
生
活
課
題
を
理
解

し
な
が
ら
、そ
の
中
で
ど
う
い
っ

た
方
に
継
続
し
て
支
援
を
す
る
必

要
が
あ
る
か
、そ
の
対
象
者
の
状

況
と
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
支
援
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

● 令和2年度は、コロナ禍による
活動の自粛・延期で参加者数は
減少。令和3年度からは、コロナ
禍の中で感染対策を取りなが
ら活動を再開しているため、参
加者数は増加

●平成30年度から取組を強化
● コロナ禍の影響により、令和2
年度、令和3年度の参加人数は
減少

●令和元年度から取組を開始し、
　利用者数は年々増加傾向
●令和4年度は5市町10か所で実施

東
日
本
大
震
災
か
ら
12
年
〜
被
災
地
支
援
を
振
り
返
る
〜

個
別
支
援

地
域
支
援

※ 盛岡市（玉山地域を除く）は、一般社団法人SAVE　IWATEを受託団体として「もりおか復興支援センター」
を運営し、生活支援相談員を配置。平成30年度まで、県社協実績に含めていない。平成31年4月分から集計
している。（上記は含めない世帯数）
※65歳以上高齢者世帯は、平成27年度調査から集計

※令和元年度、令和2年度の数値は概数

●平成29年度までの支援対象者の見守り区分（重点・通常・不定期）は、生活
支援相談員の訪問の多寡により、市町村社協ごとに独自の基準で判断。平
成30年度からは、アセスメント基準表を適用したことにより、世帯の状態像
に基づく見守り区分となった。
●対象世帯総数は減少
● アセスメントによる支援対象世帯の標準化や一般施策等へのつなぎ、恒久
住 宅への移行による生活の安定等。
● 高齢者世帯の割合増加
→令和3年度時点で75.3％を占め、対象世帯が高齢化。

平
成
23
年
3
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
津
波
か
ら
12
年
が
経
ち
ま
し
た
。岩
手
県
社
協
で
は
、平
成
23
年
8
月
か
ら
市
町

村
社
協
に
委
託
し
て
生
活
支
援
相
談
員
を
配
置
し
、被
災
者
を
見
守
り
、相
談
に
応
じ
る
個
別
支
援
と
、コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
構
築

や
住
民
の
主
体
形
成
等
を
支
援
す
る
地
域
支
援
に
一
体
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。そ
の
取
り
組
み
を
報
告
し
ま
す
。

■図　相談内容内訳の推移（年度累計）
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災
地
支
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振
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返
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自治会支援活動 支え合いマップ活動 地域見守り拠点支援

Point

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

65歳以上高齢世帯　　 その他

アセスメント基準を適用

※平成30年度～アセスメント基準を適用

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

応急仮設　　　みなし仮設　　　災害公営住宅　　　その他（修繕・再建、移住・再建、住宅棟被災無）

健康・保健医療　　　家族　　　住居　　　介護　　　就労　　　法律・制度　　　地域活動

日常生活　　　その他

平成
23年度

平成
26年度末

平成25年度

平成29年度

令和3年度

令和元年度 2,934 895

423

令和2年度 1,234

令和3年度 1,675

3,700

9,211

平成30年度

1,074令和元年度

751令和2年度

令和3年度

令和元年度

8,177令和2年度

令和3年度

平成
30年度末

令和
3年度末

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9,423

209

718

2,207 673

4,497 2,407

1,856 561 3,612

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

19,042 17,873 16,561 15,452

8,017 7,607 7,777
5,124

7,433
6,559 5,537

2,707

1,482 840 711

3,232 2,568 2,169

19%

24% 15% 7%
2%

2%
7% 30% 13%

24% 12% 3% 12% 28% 14%
2% 2%

9% 5%
2%

1%

1%
16%43%4%

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

65歳以上高齢世帯　　 その他

アセスメント基準を適用

※平成30年度～アセスメント基準を適用

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

応急仮設　　　みなし仮設　　　災害公営住宅　　　その他（修繕・再建、移住・再建、住宅棟被災無）

健康・保健医療　　　家族　　　住居　　　介護　　　就労　　　法律・制度　　　地域活動

日常生活　　　その他

平成
23年度

平成
26年度末

平成25年度

平成29年度

令和3年度

令和元年度 2,934 895

423

令和2年度 1,234

令和3年度 1,675

3,700

9,211

平成30年度

1,074令和元年度

751令和2年度

令和3年度

令和元年度

8,177令和2年度

令和3年度

平成
30年度末

令和
3年度末

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9,423

209

718

2,207 673

4,497 2,407

1,856 561 3,612

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

19,042 17,873 16,561 15,452

8,017 7,607 7,777
5,124

7,433
6,559 5,537

2,707

1,482 840 711

3,232 2,568 2,169

19%

24% 15% 7%
2%

2%
7% 30% 13%

24% 12% 3% 12% 28% 14%
2% 2%

9% 5%
2%

1%

1%
16%43%4%

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

65歳以上高齢世帯　　 その他

アセスメント基準を適用

※平成30年度～アセスメント基準を適用

平成
29年度

平成
30年度

令和
元年度

令和
2年度

令和
3年度

応急仮設　　　みなし仮設　　　災害公営住宅　　　その他（修繕・再建、移住・再建、住宅棟被災無）

健康・保健医療　　　家族　　　住居　　　介護　　　就労　　　法律・制度　　　地域活動

日常生活　　　その他

平成
23年度

平成
26年度末

平成25年度

平成29年度

令和3年度

令和元年度 2,934 895

423

令和2年度 1,234

令和3年度 1,675

3,700

9,211

平成30年度

1,074令和元年度

751令和2年度

令和3年度

令和元年度

8,177令和2年度

令和3年度

平成
30年度末

令和
3年度末

0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9,423

209

718

2,207 673

4,497 2,407

1,856 561 3,612

2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000

19,042 17,873 16,561 15,452

8,017 7,607 7,777
5,124

7,433
6,559 5,537

2,707

1,482 840 711

3,232 2,568 2,169

19%

24% 15% 7%
2%

2%
7% 30% 13%

24% 12% 3% 12% 28% 14%
2% 2%

9% 5%
2%

1%

1%
16%43%4%

● 「仮設住宅」の割合が減少し、「災害公営住宅」の割合が増加
　→ 仮設住宅から災害公営住宅へ住まいが整備され、支援の舞台は仮設住

宅から災害公営住宅へ移行。

Point

●「健康・保健医療」に関する相談の割合増加
　→支援対象者の高齢化を反映。
●「住居」に関する相談の割合の減少幅が大きい→支援対象者の住まいが仮設住宅から災害公営住宅等へと移行したため。
●「日常生活」に関する相談の割合は減少傾向ではあるが、各年度の内訳では、最も大きな割合を占めている。
●平成30年度から、新たに「地域活動」「社会的関わり」「お金」「精神状態」の項目を設けて集計。（「日常生活」の項目に含める）

Point

Point

Point Point

自治会設立や設立後の運営などを支援。 地域の実情をよく知る住民から地域
のつながりの実態を聴き取って線で結
び、可視化。地域の課題、気になる人、
地域のお宝（人財）を住民と共有し、住
民の「ふくし観」を醸成する。

災害公営住宅等の集会所等に生活支援
相談員が常駐し、地域の支え合いを促
す取組と見守り・相談支援を行う拠点と
して、住民が気軽に立ち寄れる居場所づ
くりと住民相互の支え合いを構築。
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■図　対象世帯数の推移

拠点活動の様子（大船渡市にこにんプラザ）

生活支援相談員による訪問活動の様子

（単位：世帯）

（単位：世帯）

（単位：人） （単位：人） （単位：人）

■図　住まい別対象世帯数の推移
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東
日
本
大
震
災
か
ら
12
年
〜
被
災
地
支
援
を
振
り
返
る
〜

東
日
本
大
震
災
か
ら
12
年
が
経
過
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
が
、元
の
様
な
生
活
に

戻
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
実

で
す
。

そ
の
中
で
も
現
在
の
課
題
と
し
て
感
じ

る
の
は
、災
害
公
営
住
宅
で
の
自
治
会
運
営

の
担
い
手
不
足
で
す
。せ
っ
か
く
設
立
さ
れ

た
自
治
会
で
も
、住
民
間
の
問
題
で
解
散
し

て
し
ま
っ
た
り
、設
立
し
た
が
改
選
時
期
に

な
る
と
担
い
手
不
足
で
誰
も
役
員
を
し
よ

う
と
し
な
い
た
め
、改
選
し
よ
う
と
し
て
も

同
じ
人
達
の
負
担
に
も
な
っ
た
り
し
て
い

ま
す
。

町
で
一
番
大
き
な
災
害
公
営
住
宅
で
あ

る
、「
山
田
中
央
団
地
」で
は
、高
齢
化
率
も

高
く
担
い
手
不
足
は
深
刻
で
す
。コ
ロ
ナ
禍

で
住
民
同
士
の
集
い
も
減
っ
て
お
り
、生
活

支
援
相
談
員
の
訪
問
を
心
待
ち
に
し
て
い

る
方
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。コ
ロ
ナ
禍
だ

け
で
な
く
、山
田
町
介
護
予
防
自
主
活
動

も
、代
表
者
の
高
齢
化
に
よ
り
解
散
と
い
う

所
も
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。他
の
自

主
活
動
と
合
同
で
開
催
し
続
け
て
い
る
と

こ
ろ
も
多
々
あ
り
ま
す
。自
分
が
入
っ
て
い

た
会
が
解
散
し
て
も
別
の
会
に
す
ん
な
り

入
っ
て
行
け
る
方
は
い
い
の
で
す
が
、そ
の

ま
ま
家
に
引
き
こ
も
り
、「
誰
と
も
話
さ
な

い
」「
ど
こ
に
も
出
か
け
な
い
」と
な
る
と
精

神
的
に
落
ち
込
み
認
知
症
状
が
で
て
く
る
、

身
体
を
動
か
す
事
が
な
く
な
り
体
力
の
低

下
に
も
つ
な
が
る
な
ど
悪
循
環
ば
か
り
で

す
。ま
た
、コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
就
労
問
題
や

物
価
高
騰
が
原
因
と
み
ら
れ
る
生
活
困
窮

者
も
増
え
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

以
上
の
様
な
事
を
踏
ま
え
、現
在
、以
前

か
ら
運
営
さ
れ
て
い
る
地
域
見
守
り
支
援

拠
点
で
、住
民
の
し
た
い
事
な
ど
を
事
前
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
、住
民
が
講
師
と
な
っ

て
物
作
り
を
行
っ
た
り
、ラ
ジ
オ
体
操
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、季
節
は
ず
れ
の
盆
踊
り
な

ど
を
取
り
入
れ
身
体
を
動
か
し
た
り
し
て

い
ま
す
。最
近
で
は
災
害
公
営
住
宅
の
集
会

所
を
利
用
し
て
子
育
て
世
代
を
対
象
に「
Ｚ

Ｕ
Ｃ
Ｑ（
ズ
ッ
ク
）ハ
ウ
ス
」を
開
催
し
て
い

ま
す
。中
学
生
以
下
の
子
供
さ
ん
と
親
御
さ

ん
に
来
所
し
て
も
ら
い
、子
供
さ
ん
に
は
広

い
集
会
所
で
お
も
い
っ
き
り
遊
ん
で
も
ら

い
、親
御
さ
ん
に
は
生
活
支
援
相
談
員
と
子

育
て
の
話
や
悩
み
な
ど
相
談
し
て
も
ら
え

た
ら
と
い
う
思
い
で
開
催
し
て
い
ま
す
。始

め
た
ば
か
り
な
の
で
今
後
ど
う
な
る
か
は

わ
か
り
ま
せ
ん
が
、試
行
錯
誤
し
な
が
ら
進

め
て
い
ま
す
。

各
地
区
そ
れ
ぞ
れ
色
々
な
ニ
ー
ズ
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、訪
問
活
動
や
定
例

会
な
ど
に
参
加
し
、地
区
の
住
民
や
民
生
委

員
か
ら
情
報
収
集
し
、Ｃ
Ｓ
Ｗ
の
機
能
を

活
用
し
幅
広
い
年
代
の
方
々
へ
の
福
祉
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
形
成
支
援
活
動
を
展
開
し
よ

う
と
模
索
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

現
在
の
課
題
は『
孤
立
』と『
困
窮
』で
あ

る
と
感
じ
て
い
ま
す
。い
ず
れ
も
震
災
に
起

因
す
る
課
題
で
あ
り
、「
個
別
」と「
地
域
」両

面
の
支
援
を
並
行
し
て
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、3
年
前
に
広
が
っ
た
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
、復
興
支
援
活
動
を
さ

ら
に
困
難
な
も
の
と
し
て
い
ま
す
。社
会
全

体
が
感
染
予
防
の
観
点
か
ら
、人
と
の
接
触

や
外
出
す
る
機
会
を
な
る
べ
く
減
ら
し
限

定
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

被
災
者
世
帯
は
周
囲
と
の
つ
な
が
り
を

求
め
て
い
る
も
の
の
、こ
れ
を
支
援
す
る

こ
と
は
困
難
な
環
境
に
あ
る
の
で
す
。こ

う
し
た
状
況
か
ら
特
に
高
齢
者
は
交
流
の

機
会
や
居
場
所
、仕
事
・
役
割
等
を
喪
失

し
孤
立
傾
向
を
高
め
て
い
ま
す
。「
仮
設

（
団
地
）時
代
が
懐
か
し
い
」「
仮
設
の
ほ
う

が
良
か
っ
た
、今
の
よ
う
に
寂
し
く
な
い
」

と
言
っ
た
声
が
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。

ま
た
、経
済
的
に
ぎ
り
ぎ
り
の
状
態
で
暮

ら
し
て
い
る
世
帯
も
多
く
見
受
け
ら
れ
ま

す
。老
親
介
助
の
た
め
に
同
居
す
る
未
就
労

の
親
子
世
帯
は
、年
金
が
唯
一
の
収
入
で
あ

る
だ
け
に
、親
亡
き
後
の
暮
ら
し
に
不
安
を

抱
え
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
課
題
を
乗
り
越
え
る
た
め
に

大
切
な
こ
と
は
、「
資
源
開
発
」と「
連
携
」で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。様
々
な
支
援
活
動

が
収
束
方
向
に
あ
る
な
か
で
、地
域
を
基
盤

と
す
る
社
会
福
祉
協
議
会
へ
の
期
待
は
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
、こ
う

し
た
期
待
に
応
え
る
た
め
に
も
、普
段
か
ら

取
り
組
ん
で
い
る
地
域
福
祉
の
展
開
方
法

を
総
合
的
に
応
用
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

異
な
る
領
域
も
含
め
て
課
題
解
決
に
役

立
ち
そ
う
な
資
源
を
見
出
し
、多
様
な
機
関

や
団
体
が
連
携
・
協
働
す
る
こ
と
が
大
切

で
、こ
う
し
た
地
域
資
源
の
発
掘
と
連
携
を

模
索
し
な
が
ら
地
域
社
会
を
デ
ザ
イ
ン
す

る
構
想
力
も
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

現
在
こ
う
し
た
活
動
の
一
翼
を
担
っ
て

い
る
の
が
、社
協
の
生
活
支
援
相
談
員
で

す
。ア
ウ
ト
リ
ー
チ
に
よ
る
相
談
支
援
を
中

心
と
し
つ
つ
、見
守
り
支
援
拠
点
の
運
営
や

支
え
合
い
マ
ッ
プ
等
を
用
い
な
が
ら
地
域

交
流
や
支
え
合
い
に
役
立
つ
資
源
を
発
掘

し
支
援
活
動
を
強
化
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

社
協
内
部
や
行
政
等
と
の
連
携
を
図
り
、総

合
相
談
支
援
体
制
の
構
築
と
生
活
支
援
体

制
づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。こ
の
よ

う
に
し
て
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
援
助
と
、

つ
な
が
り
に
よ
る
心
の
豊
か
さ
を
実
感
で

き
る
よ
う
な
地
域
づ
く
り
に
努
め
て
い
き

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　昨年11月に、社会福祉法人岩手県社会福祉協議会、障がい者福
祉協議会、岩手県知的障害者福祉協会の共催で、インボイス制度
の概要や具体的な手続き方法を学び、実務につなげることを目的
に、インボイス制度研修会を開催しました。研修会は、税理士の工
藤貴志氏（大沢英夫税理士事務所）を講師にお招きし、県内の障が

い福祉事業所から80名以上が参加しました。参加者からは、「制度
の仕組みや手続きの流れなどを確認することができ、登録申請の
準備に取りかかることができると思うので良かった。社会福祉法
人は、規模がそれほど大きくない事業所が多いので、不安に感じ
ている事業所も多いのではないか」との声がありました。

　複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式で、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、
インボイス発行事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要になります。

□ 売上先がインボイスを必要とするか
●消費者や免税事業者である売上先は、インボイスを必要としません。
●売上先が簡易課税制度を選択している課税事業者の場合も、売上先はインボイスを必要としません。
●それ以外の課税事業者である売上先は、仕入税額控除のために貴社が交付するインボイスの保存が必要ですが、制度開始から
６年間は、免税事業者からインボイスの交付を受けられずとも、仕入税額の一定割合（80％・50％）を控除できます。

●売上先の数が少ない場合は、売上先に直接相談することも考えられます。

まずはインボイス制度発行事業者の登録要否の判断から…
■インボイス発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
■現在免税事業者の方であっても、事業の内容などに応じて、登録を受けるか検討しましょう。

□ 登録を受けた場合・受けなかった場合について
●登録を受けた場合、売上先がインボイスを求めたときは、記載事項を満たしたインボイスを交付する必要があります。
●現在免税事業者の方であっても、登録を受けると、課税事業者として申告が必要となります（簡易課税制度を適用することで、
仕入税額の計算や仕入税額控除のための請求書等の管理等に関する事務負担の軽減を図ることができます）。

●登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者となることはなく、課税事業者として
申告が必要になります。

●登録を受けなかった場合、インボイスを交付できませんが、売上先は、制度開始から6年間は仕入税額の一定割合（80％・50％）
が控除できる経過措置が適用できます。なお、この期間の終了後は、貴社からの仕入れについて仕入税額控除ができなくなり
ます。また、登録を受けない場合でも、インボイスに該当しない請求書等は交付できます。

□ 登録を受ける場合は、登録申請書を提出する
●登録を受ける場合は、登録申請手続を行う必要があります。e-Taxによる登録申請手続をぜひご利用ください。
●個人事業者における屋号や主たる事務所等の所在地など、一定の事項を申出により併せて公表できます。

「
こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
」を
大
切
に
、

持
続
可
能
な
地
域
社
会
づ
く
り
を
目
指
し
て

山
田
町
の
課
題
と
今
後
の
展
開

社
会
福
祉
法
人
釡
石
市
社
会
福
祉
協
議
会

地
域
福
祉
課
長

菊
池

亮

買手の求めに応じインボイスを交付

売手 買手
インボイスにより、売手と買手の

税率と税額の認識を一致させる

インボイスを保存して
仕入税額控除を適用

※事前にインボイス発行事業者の登録手続が必要
※課税事業者のみ発行が可能

売上税額
10,000円
（10％）

仕入税額
10,000円
（10％）

税10,000円
（10％）

インボイス

S U P E RMARKET

インボイス制度が始まります

■インボイス制度（正式名称：適格請求書等保存方式）とは

■インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート

※ インボイス（適格請求書）とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるもので、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」、
「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことです。

出典：国税庁「適格請求書等保存方式の概要」「インボイス制度への事前準備の基本項目チェックシート」

■適格請求書発行事業者登録の手続き
インボイスを発行できる事業者は、事前に登録申請を行った課税事業者のみです。
※免税事業者の場合、登録を受けた日から課税事業者となることができます。

令和4年12月期

免税事業者 免税事業者

登録日以降は課税事業者となるため
消費税の申告が必要

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

登録日（令和5年10月1日）

適格請求書発行事業者
（課税事業者）

令和5年12月期 令和6年12月期

【例】個人事業者や12月決算の法人が、令和5年10月1日から登録を受ける場合

インボイス制度の概要  令和5年10月1日～




